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県
庁
、富
山
市
役
所
、富
山
電
気
ビ
ル
な
ど

が
建
つ
場
所
は
、か
つ
て
神
通
川
が
流
れ
て

い
た
場
所
で
あ
り
、馳は

せ
こ
し越

線
工
事
に
よ
っ
て
、

神
通
川
が
直
線
化
し
た
後
、廃
川
地
と
な
り
、

富
岩
運
河
を
掘
っ
た
時
に
出
た
土
砂
で
埋
め

立
て
ら
れ
た
、と
い
う
こ
と
は
、多
く
の
方
が

ご
存
知
だ
と
思
う
。

　
さ
て
、そ
の
廃
川
地
の
処
分
案
が
、12
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、元・富
山
県
土
木
部

長
の
白
井
芳
樹
氏
の『
都
市
　
富
山
の
礎
を

築
く
　
河
川・橋
梁・都
市
計
画
に
か
け
た
土

木
技
術
者
の
足
跡
』（
技
報
堂
出
版
）の
中
で

大
変
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。白
井
氏
が
作

成
さ
れ
た
表
を
次
の
ペ
ー
ジ
に
転
載
さ
せ
て

頂
き
、そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

　
廃
川
地
処
分
を
め
ぐ
っ
て
官
民
か
ら
様
々

な
計
画
案
が
提
案
さ
れ
た
が
、そ
れ
ら
は
大

き
く
2
つ
の
タ
イ
プ
に
整
理
で
き
る
と
い
う
。

　
第
一
の
タ
イ
プ
は
、廃
川
地
の
み
、ま
た
は

廃
川
地
を
中
心
と
す
る
区
域
を
対
象
と
し

て
、廃
川
地
内
に
運
河
を
設
け
る
案
で
、こ
れ

は
富
山
市
、民
間
会
社
、内
務
省
、富
山
県
土

木
課
な
ど
官
民
様
々
な
と
こ
ろ
か
ら
提
案
さ

れ
た
。第
二
の
タ
イ
プ
は
、下
流
の
新
設
運
河

（
富
岩
運
河
）の
掘
削
土
砂
に
よ
り
廃
川
地
を

埋
め
立
て
る
案
で
、富
山
県（
都
市
計
画
富
山

地
方
委
員
会
）か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
。

　
な
お
、都
市
計
画
富
山
地
方
委
員
会
と
は
、

県
知
事
が
会
長
を
務
め
、都
市
計
画
法
適
用

市
の
市
長
、市
会
議
員
、市
吏
員
、関
係
各
庁

の
高
等
官
、県
会
議
員
、学
識
経
験
者
か
ら
な

る
委
員
で
構
成
し
た
。委
員
の
う
ち
、市
長
以

外
は
、内
務
大
臣
の
奏
請
に
基
づ
き
内
閣
が

任
命
し
た
。委
員
会
に
は
、事
務
局
と
し
て
、

幹
事
、技
師
、書
記
、技
手
が
お
か
れ
た
。幹
事

は
内
務
大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、庶
務
処

理
を
担
当
。技
師
、書
記
、技
手
は
、内
務
省
の

職
員
と
し
て
委
員
会
に
派
遣
さ
れ
る
形
で
人

事
が
行
わ
れ
た
。こ
の
う
ち
、技
師
が
、事
実

上
、都
市
計
画
立
案
の
中
心
技
術
者（
プ
ラ
ン

ナ
ー
）で
あ
っ
た
。委
員
会
は
、地
方
に
あ
り

な
が
ら
、地
方
自
治
体
と
は
別
の
独
立
し
た

国
の
機
関
と
し
て
、都
市
計
画
を
立
案
し
、調

整
し
、事
実
上
決
定
す
る
機
能
を
有
し
て
い

た
点
で
、重
要
だ
と
白
井
氏
は
指
摘
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、表
を
順
番
に
見
て
行
こ
う
。

神通川廃川地処分案の変遷

松川は、河幅約36～54mの
運河になっていた可能性も？

12
も
の
処
分
計
画
案
が
存
在

と や ま 再 発 見！
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利
用
調
査
委
員
の
規
定
に
お
い
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
も
の
。

⑤
大
正
8
年
11
月
17
日
開
会
の
富
山
市
会
に

お
い
て「
廃
川
地
利
用
計
画
調
査
委
員
」を
臨

時
に
設
置
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、そ
の
委

員
規
定
が
公
布
さ
れ
た
。調
査
は
、県
の
土
屋

技
師
が
作
成
し
た
運
河
開
削
設
計
案
を
基
礎

と
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
た（
結
果
は
不
明
）。

⑥
県
土
木
課
が
長
く
暖
め
て
き
た
案
。井
上

知
事
の
時
代
か
ら
研
究
調
査
が
繰
り
返
さ
れ

て
で
き
た
一
個
の
私
案
で
あ
る
が
、「
相
当
権

威
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
様
だ
」と

い
う
。内
容
は
、「
廢
川
地
の
延
長
２
０
０
０

間
、敷
地
約
30
万
坪
で
、運
河
の
河
幅
30
間

（
約
54
ｍ
）と
假
定
す
れ
ば
10
万
坪
を
要
す
る

か
ら
、自
餘
の
土
地
20
万
坪
を
新
市
街
地
の

建
設
に
利
用
す
る
事
に
成
る
」と
い
う
も
の
。

⑦
大
正
14
年
8
月
15
日
の
富
山
日
報
に
、氷

見
市
出
身
の
実
業
家・浅
野
総
一
郎
が
富
山

市
に
対
し
、廃
川
地
経
営
に
つ
い
て
打
診
し

て
き
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。浅
野
は
、

京
浜
工
業
地
帯
の
埋
立
造
成
工
事
等
で
知
ら

れ
て
い
る
。浅
野
の
打
診
は
、埋
立
て
工
事
は

全
部
請
負
わ
せ
て
も
ら
い
た
い
、市
に
埋
立

て
に
要
す
る
経
費
が
な
け
れ
ば
工
事
費
相
当

分
の
土
地
を
分
割
し
て
も
ら
え
れ
ば
よ
い
、

埋
立
て
の
大
機
械
を
有
し
て
い
る
の
は
浅
野

の
経
営
す
る
会
社
だ
け
な
の
で
最
も
安
価
に

埋
立
て
が
で
き
る
と
い
う
も
の
。し
か
し
、県

で
は
廃
川
地
処
分
を
民
間
会
社
に
任
せ
る
考

え
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、ま
た
世
論
も
同
様

で
あ
っ
た
た
め
、浅
野
の
経
営
案
は
正
式
に

は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

⑧
大
正
15
年
の
報
道
記
事
で
、大
正
11
年
頃
、

内
務
省
都
市
計
画
課
技
師・
細
野
芳
彦
氏
に

よ
る
計
画
案
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

⑨
富
山
市
は
、大
正
10
年
5
月
に
、市
是
調
査

委
員
会
を
設
置
し
て
都
市
計
画
の
調
査
を
開

始
、同
12
年
1
月
に
富
山
都
市
計
画
案
を
県

に
提
出
。具
体
的
な
こ
と
は
不
明
だ
が
、富
山

市
は
大
正
9
年
当
時
、内
務
省
都
市
計
画
課

長・
池
田
宏
に
都
市
計
画
の
調
査
を
依
頼
し

て
い
た
事
実
が
あ
る
。時
期
を
考
慮
す
る
と
、

前
述
の
細
野
氏
に
よ
る
計
画
案
に
近
い
も
の

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

⑩
大
正
15
年
9
月
1
日
に
富
山
県
史
跡
名
勝

天
然
記
念
物
調
査
会
が
、都
市
計
画
富
山
地

方
委
員
会
宛
て
に
建
議
を
提
出
し
た
。趣
旨

は
、駅
前
か
ら
城
址
を
貫
き
石
垣
を
取
り
壊

す
道
路
案
に
反
対
す
る
も
の
。

⑪
大
正
15
年
10
月
25
日
、富
山
県
知
事・白
上

佑
吉
は
富
山
市
長・牧
野
平
五
郎
に
対
し
て

廃
川
地
処
分
案
を
示
し
た
。県
か
ら
市
に
示

さ
れ
た
案
は
、富
岩
運
河
開
削
と
相
ま
っ
て

廃
川
地
を
処
分
す
る
案
と
、富
岩
運
河
開
削

を
切
り
離
し
て
廃
川
地
を
処
分
す
る
案
の
2

案
あ
り
、費
用
や
工
期
の
面
で
有
利
な
前
者

の
案
の
方
で
、富
山
市
会
内
会
議
や
、市
会
と

富
山
商
業
会
議
所
の
協
議
で
、意
見
が
一
致

し
た
。富
山
日
報
も
、前
者
を
支
持
し
た
。白

井
氏
は
、こ
の
案
は
、都
市
計
画
富
山
地
方
委

員
会
に
よ
る
も
の
で
、技
師
・
赤
司
貫
一
が

関
与
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

⑫
⑪
案
を
実
現
方
策
の
面
に
お
い
て
深
化
さ

せ
た
も
の
。都
市
計
画
に
お
い
て
位
置
づ
け

た
も
の
。

　
な
お
、⑪
⑫
の
段
階
で
、松
川
の
幅
が
現
在

の
幅
に
決
ま
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。ち

な
み
に
、松
川
は
、市
街
地
中
心
部
の
排
水
を

下
流
の
神
通
川
に
導
く
こ
と
に
よ
り
同
地
域

の
治
水
対
策
を
兼
ね
る
も
の
で
も
あ
っ
た
、

と
い
う
。

■
参
考
文
献
：『
都
市 

富
山
の
礎
を
築
く 

河
川
・
橋
梁
・
都
市
計
画
に
か
け
た
土
木
技
術
者
の
足
跡
』（
白
井
芳
樹
著
・
技
報
堂
出
版
）

①
廃
川
地
処
分
の
問
題
が
最
も
早
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、富
山
市

会
に
よ
る
陳
情
で
あ
っ
た
。平
田
東
助
内
務
大
臣
に
対
し
て
富
山
市
会

の
橋
本
孝
議
長
が
、神
通
川
の「
河
身
改
修
廃
川
地
処
分
断
行
」を
陳
情

し
た
も
の
で
、第
一
に
水
運
確
保
の
た
め
に「
廃
川
と
な
る
べ
き
本
流
を

処
分
し
て
運
河
を
通
じ
」る
こ
と
、第
二
に
洪
水
対
策
の
た
め
に「
馳
越

よ
り
下
流
東
岩
瀬
港
口
に
達
す
る［
神
通
川
河
身
の
］全
体
を
改
修
」す

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。馳
越
線
の
竣
工
か
ら
7
年
、以
前
に
は
あ
っ
た

舟し
ゅ
う
し
ゅ
う

楫（
水
運
）の
便
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い

た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
白
井
氏
。

②
大
正
7
年
10
月
15
日
に
、富
山
商
業
月
報
は
一
面
で「
神
通
運
河
問

題
」を
と
り
あ
げ
、旧
川
を
利
用
し
て
神
通
運
河
を
掘
削
し
、残
余
の
川

敷
を
市
街
地
ま
た
は
工
場
地
に
充
当
す
る
こ
と
を
提
案
し
、さ
ら
に
運

河
掘
削
の
案
と
し
て「
某
技
術
者
の
説
」お
よ
び「
或
る
事
業
家
の
目
論

見
」を
紹
介
。そ
れ
は
、廃
川
敷
地
約
30
万
坪
に
幅
員
20
間（
約
36
ｍ
）・

延
長
２
０
０
０
間
の
運
河
を
掘
削
し
、か
つ
残
余
の
廃
川
敷
地
を
埋
め

立
て
る
も
の
。

③
大
正
8
年
5
月
19
日
に
、富
岩
運
河
㈱
が
県
庁
に
提
出
し
た
願
書
に

み
ら
れ
る
計
画
案
。富
岩
運
河
㈱
は
、富
山
と
東
岩
瀬
町
間
に
運
河
を
開

削
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。計
画
案
の
特
徴
は
、ま
ず
廃

川
地
に
開
削
す
る
運
河
の
他
、第
二
期
計
画
と
し
て
神
通
川
本
川
合
流

点
よ
り
東
岩
瀬
河
港
ま
で
新
た
に
運
河
を
掘
削
す
る
と
い
う
点
。廃
川

地
に
開
削
す
る
運
河
は
、「
七
軒
町
裏
よ
り
本
川
合
流
點（
点
）ま
で
」で
、

そ
の
規
模
を
幅
員
30
間（
約
54
ｍ
）、水
深
8
尺
（
約
4
ｍ
）と
し
て
い
る
。

④
県
土
木
技
師
土
屋
峯
吉
に
よ
る
計
画
案
。次
の
⑤
の
富
山
市
廃
川
地

富山都市計画に至る計画案に関与した土木技術者
『都市 富山の礎を築く』（白井芳樹著・技報堂出版）より

計　画　案 時　期 案の提示者 内容 計画案作成土木技師タイプ 類型 細分

廃
川
地
単
独
処
分
案

1 計画案① 明治43年6月 富山市会 運河開削＋残余地処分 ●特定の技術者不在

2

計画案② 大正7年10月 某技術者 運河開削＋埋立利用 ●某技術者
＝土屋峯吉ある事業家

計画案③ 大正8年5月 富岩運河株式会社 運河開削＋埋立利用
第二期で下流運河新設 ●某技術者案を参考

計画案④ 大正7〜8年 土屋峯吉 ●運河開削＋埋立利用 土屋峯吉
計画案⑤ 大正8〜9年 富山市 運河開削＋埋立利用 土屋峯吉

計画案⑥ 大正7〜14年 富山県 運河開削＋埋立利用 富山県土木課●土屋
峯吉

計画案⑦ 大正14年8月 浅野総一郎 運河開削＋埋立利用 ●富山県土木課案

3

計画案⑧ 大正11年 細野芳彦 廃川地の都市計画案 細野芳彦
計画案⑨ 大正12年1月 富山市 廃川地の都市計画案 ●細野芳彦

計画案⑩ 大正15年9月 富山県史蹟名勝天
然記念物調査会 廃川地の都市計画案 ●細野芳彦

運
河
新
設・廃
川
地

処
分
一
体
案

土
木 計画案⑪ 大正15年10月 富山県 廃川地の埋立利用

＋下流運河新設 ●赤司貫一

都
市
計
画

計画案⑫ 昭和2年11月 富山県 廃川地埋立土地区画整理
＋都市計画運河新設 ●赤司貫一

（注）土木技師の●印は白井芳樹氏の推測であることを示す。
（出典）『富山県史』、『富山市史』、富山日報、富山商業月報等を基に白井芳樹氏が作成


